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沼津市議会のホームページではさまざまな情報
を掲載しています。
　・議長交際費
　・本会議の生中継の映像及び録画映像　など

こ
の
ほ
か
、
十
四
件
の
議
案
が
報
告
、

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

各
種
議
案

沼
津
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会�

�
条
例
の
一
部
改
正

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
の
全
部
改
正
に
伴

い
、
条
例
の
題
名
、
引
用
法
律
名
等
を

改
め
る
も
の
で
す
。

町
の
区
域
の
変
更
（
杉
崎
町
）

　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
に
よ

る
静
岡
東
部
拠
点
第
一
地
区
土
地
区
画

整
理
事
業
の
進
捗
に
伴
い
、
三
枚
橋
字

日
ノ
出
町
と
杉
崎
町
の
町
の
区
域
を
変

更
す
る
も
の
で
す
。

沼
津
市
公
民
館
条
例
の
廃
止

　

沼
津
市
愛
鷹
公
民
館
の
廃
止
に
伴
い
、

本
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

沼
津
市
地
区
セ
ン
タ
ー
条
例
の�

�

一
部
改
正

　

沼
津
市
愛
鷹
地
区
セ
ン
タ
ー
の
設
置

に
伴
い
、
名
称
及
び
位
置
を
追
加
規
定

す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
こ
の
条
例
は
、

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
す
。

あ
ら
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認�

�

（
西
浦
平
沢
）

　

西
浦
平
沢
地
先
に
お
い
て
、
公
有
水

面
埋
め
立
て
に
よ
り
あ
ら
た
に
生
じ
た

土
地
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
九
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す

る
も
の
で
す
。

〈
人
事
案
件
〉

教
育
委
員
会
委
員

　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
八
日
を
も
っ

て
任
期
満
了
と
な
る
旭
町
在
住
の
久ひ
さ

松ま
つ

但た
だ
し氏
を
再
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意

さ
れ
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日
を
も

っ
て
宇う

津つ

木ぎ

宏ひ
ろ

臣お
み

氏
、
中な
か

山や
ま

美み

砂さ

氏
が

任
期
満
了
と
な
る
こ
と
に
伴
い
、
再
任

と
し
て
本
郷
町
在
住
の
中
山
美
砂
氏
を
、

ま
た
、
新
任
と
し
て
志
下
在
住
の
福ふ
く

本も
と

元も
と

治は
る

氏
を
選
任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同

意
さ
れ
ま
し
た
。

▲地区センター化が予定されている愛鷹公民館

軽油引取税や石油石炭税の免税等に関する意見書

　日本経済の回復の兆しが一向に見えない中、昨今の原油価格の高騰
や資材価格の上昇は、本市の農林漁業の経営に大きな影響を及ぼして
いる。さらに追い打ちをかけるように、東日本大震災に係る福島第一
原子力発電所の事故による直接的・間接的な被害をこうむったことか
ら、経営環境はより厳しさを増している。
　軽油引取税については、平成21年度の地方税法等の改正により一般
財源化され、あわせて免税制度も大きく変更をされた。農林漁業にお
ける燃油に係る軽油引取税については、平成24年 3 月31日までは免税
措置が継続されているが、これが廃止されれば、農林漁業経営に甚大
な影響を与えることが懸念される。
　また、農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還付措置につい
ては、これまでも数次にわたり延長措置が講じられてきたが、これら
が平成23年度をもって終了した場合や、新たな負担増となる地球温暖
化対策に係る税についても、農林漁業経営へのさらなる負担を強いる
こととなり、大きな影響を及ぼすことが懸念される。
　よって、国においては、下記の事項について、実現を図られるよう
強く要望する。

記

１ 　漁船及び農林業用機械に使用する軽油に係る軽油引取税の免税措
置について継続すること。

２ 　農林漁業用Ａ重油に係る石油石炭税の免税・還付措置について継
続すること。

３ 　地球温暖化対策に係る税については、農林漁業者の負担がふえる
ことのないよう万全の措置を講ずること。

　 　特に、燃油への課税については油種にかかわらず負担増を回避す
るよう措置すること。

※上記意見書は、平成２3年１0月１4日に可決された後、 
　関係官庁等へ送付しました 。　　　　　　　　　


